
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例

山
梨
県
県
税
条
例

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

２

「
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
の
題
名
が
「
公
益
的
法
人
等
へ
の

山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
附
則
に
お
い
て
次
の
関
係

条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
職
員
定
数
条
例

山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
教
育
委
員
会
職
員
等
定
数
条
例

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）（
行

政
改
革
推
進
課
）

１

図
書
館
法
及
び
博
物
館
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
山
梨
県
図
書
館
協
議
会
、
山
梨
県
立
美
術
館
協

議
会
、
山
梨
県
考
古
博
物
館
協
議
会
及
び
山
梨
県
文
学
館
協
議
会
の
委
員
の
要
件
に
家
庭
教
育
の
向

上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
三
号
）（
医
務
課
）

１

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
一
部
改
正
に
か
ん
が
み
、
別
表
第
二
に
次
の
手
数
料
を
加
え
る
こ
と

と
し
た
。

准
看
護
師
再
教
育
研
修
手
数
料

戒
告
処
分
を
受
け
た
者
　
四
万
三
千
円

三
年
以
内
の
業
務
の
停
止
又
は
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
者
　
八
万
六
千
円

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
申
請
手
数
料
　
五
千
六
百
円

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
書
換
交
付
手
数
料
　
三
千
四
百
円

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
再
交
付
手
数
料
　
四
千
百
円

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）（
長

寿
社
会
課
）

１

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
の
積
立
て
等
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
市
町
村
か
ら
徴
収
す
る
財
政
安

定
化
基
金
拠
出
金
を
算
定
す
る
た
め
の
割
合
を
、
千
分
の
一
か
ら
零
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五
号
）

（
県
立
病
院
経
営
企
画
室
）

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
…
…
…
…
二

例
○
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
…
…
…
…
二

備
に
関
す
る
条
例

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例

第
四
十
号
）（
人
事
課
）

１

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関
係
条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

山
梨
県
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

●

山
梨
県
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例

●

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例

●

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
（
条
例
第
四
十
一
号
）（
私
学
文
書
課
）

１

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関
係
条
例
に
つ
い

て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

十
月
十
七
日

号
外
第
六
十
一
号

金　曜　日

（ ）１（ ）２

（ ）二（ ）三（ ）四 （ ）一

（ ）一（ ）二（ ）三（ ）四（ ）二（ ）三 （ ）一（ ）二（ ）三（ ）四 （ ）一



１

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
立
病
院
の
診
療
科
目
に
つ
い
て
次
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

県
立
中
央
病
院
の
診
療
科
目
の
う
ち
詳
細
な
広
告
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
細
分
化
し
、

又
は
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

県
立
中
央
病
院
及
び
県
立
北
病
院
の
診
療
科
目
の
う
ち
、
広
告
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
く
な

っ
た
も
の
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）（
衛
生
薬
務
課
）

１

食
品
に
よ
る
薬
物
中
毒
事
案
等
を
早
期
に
探
知
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
速

や
か
に
講
じ
る
た
め
、
食
品
等
事
業
者
が
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
に
、
製
造
し
た
食
品
等
に
起

因
し
、
若
し
く
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
健
康
被
害
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
消
費
者
か
ら
受
け
た

場
合
又
は
食
品
等
が
食
品
衛
生
法
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
た
等
の
事
実
を
発
見
し
た
場
合
に
知
事
に

報
告
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
七
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

１

警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
警
務
部
の
所
掌
事
務
に
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を

救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ

と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
条
例
第
四
十
八
号
）（
議
会
）

１

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
号

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
山
梨
県
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例

第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
議
員
報
酬
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め

る
。第

二
条
の
見
出
し
中
「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
、
同
条
中
「
日
割
」
を
「
日
割
り
」
に
、

「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
報
酬
月
額
」
を
「
議
員
報
酬
月
額
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
三
条
」
を
「
第
二
百
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
山
梨
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
項
中
「
報
酬
の
」
を
「
議
員
報
酬
の
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
一
号

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

（
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

二

（ ）二 （ ）一



う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
百
十
五
条
の
六
第
三
号
中
「
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
一
年

六
月
一
日
に
財
団
法
人
日
本
自
動
車
査
定
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を

加
え
る
。

（
山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
一

条
第
一
項
（
法
人
の
設
立
の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
、
第

二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
法
人
の
設
立
の
時
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。）、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

第
一
条
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
公
益
的

法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
」

を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
職
員
定
数
条
例
等
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
を

「
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

一
　
山
梨
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
八
号

二

山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
五
号

三

山
梨
県
教
育
委
員
会
職
員
等
定
数
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
三
条
第

一
項
第
八
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
山
梨
県
図
書
館
協
議
会
の
項
委
員
の
要
件
の
欄
、
山
梨
県
立
美
術
館
協
議
会

の
項
委
員
の
要
件
の
欄
、
山
梨
県
考
古
博
物
館
協
議
会
の
項
委
員
の
要
件
の
欄
及
び
山
梨
県
文
学
館
協

議
会
の
項
委
員
の
要
件
の
欄
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
八
の
二
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第

准
看
護
師
再
教
育

イ
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

研
修
手
数
料

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に

准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
実
施

掲
げ
る
処
分
を
受
け
た
者

四
万
三
千
円

ロ
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
又

は
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
を

受
け
た
者
　
八
万
六
千
円

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

三



十
八
の
三
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第

准
看
護
師
再
教
育

五
千
六
百
円

十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く

研
修
修
了
登
録
申

准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
旨

請
手
数
料

の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
八
の
四
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第

准
看
護
師
再
教
育

三
千
四
百
円

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
准
看
護
師
再

研
修
修
了
登
録
証

教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付

書
換
交
付
手
数
料

十
八
の
五
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第

准
看
護
師
再
教
育

四
千
百
円

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
准
看
護
師
再

研
修
修
了
登
録
証

教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付

再
交
付
手
数
料

別
表
第
二
の
十
九
の
項
中
「
の
書
換
え
交
付
」
を
「
の
書
換
交
付
」
に
、「
准
看
護
師
免
許
証
書
換

え
交
付
手
数
料
」
を
「
准
看
護
師
免
許
証
書
換
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項
中
「
の
書

換
え
交
付
」
を
「
の
書
換
交
付
」
に
、「
保
健
婦
免
状
書
換
え
交
付
手
数
料
」
を
「
保
健
婦
免
状
書
換

交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
二
十
三
の
項
中
「
基
づ
く
看
護
婦
免
状
又
は
看
護
人
免
状
の
書
換
え
交

付
」
を
「
基
づ
く
看
護
婦
免
状
又
は
看
護
人
免
状
の
書
換
交
付
」
に
、「
看
護
婦
免
状
又
は
看
護
人
免

状
の
書
換
え
交
付
手
数
料
」
を
「
看
護
婦
免
状
又
は
看
護
人
免
状
の
書
換
交
付
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号

山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
千
分
の
一
」
を
「
零
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号

山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
病
院
の
診
療
科
目
等
）

第
三
条
　
病
院
の
診
療
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
中
央
病
院

イ
　
内
科
（
呼
吸
器
）

ロ
　
内
科
（
消
化
器
）

ハ
　
内
科
（
循
環
器
）

ニ
　
内
科
（
腎じ
ん

臓
）

ホ
　
内
科
（
血
液
）

ヘ
　
内
科
（
内
分
泌
）

ト
　
ア
レ
ル
ギ
ー
科

チ
　
リ
ウ
マ
チ
科

リ
　
精
神
科

ヌ
　
神
経
内
科

ル
　
小
児
科

ヲ
　
外
科

ワ
　
整
形
外
科

カ
　
形
成
外
科

ヨ
　
脳
神
経
外
科

タ
　
心
臓
血
管
外
科

レ
　
小
児
外
科

ソ
　
皮
膚
科

ツ
　
泌
尿
器
科

ネ
　
産
科

ナ
　
婦
人
科

ラ
　
眼
科

ム
　
耳
鼻
い
ん
こ
う
科

ウ
　
麻
酔
科

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

四



ヰ
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

ノ
　
放
射
線
診
断
科

オ
　
放
射
線
治
療
科

ク
　
病
理
診
断
科

ヤ
　
臨
床
検
査
科

マ
　
救
急
科

ケ
　
歯
科
口
腔く
う

外
科

二
　
北
病
院

精
神
科

２
　
病
院
の
病
床
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
中
央
病
院

イ
　
一
般
病
床
　
六
百
六
十
九
床

ロ
　
結
核
病
床
　
二
十
床

ハ
　
感
染
症
病
床
　
二
床

二
　
北
病
院

精
神
病
床
　
二
百
床

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
ワ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ワ
　
情
報
の
提
供
等

●

製
造
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、
又
は
販
売
す
る
食
品
等
、
器
具
及
び
容
器
包
装
の
安
全
性

に
関
す
る
情
報
を
消
費
者
に
提
供
す
る
こ
と
。

●

製
造
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、
若
し
く
は
販
売
し
た
食
品
等
、
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装

に
起
因
し
、
若
し
く
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
健
康
被
害
（
医
師
に
よ
り
診
断
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。）
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
消
費
者
か
ら
受
け
た
場
合
又
は
食
品
等
、
器
具
若

し
く
は
容
器
包
装
が
法
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
調
理
さ
れ
、
若
し
く
は
販

売
さ
れ
た
事
実
を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
号
中
⑭
を
⑮
と
し
、
⑬
を
⑭
と
し
、
⑫
を
⑬
と
し
、
⑪
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑫

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
」
を
「
第
百
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

五

（ ）１（ ）２

（ ）十四

（ ）十五

（ ）十三

（ ）十四

（ ）十二

（ ）十二

（ ）十三

（ ）十一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

六


